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寒川浄水場排水処理施設包括委託事業契約書 

 

1 事 業 名   寒委第３９号 寒川浄水場排水処理施設包括委託事業 

 

2 事業の場所   神奈川県高座郡寒川町宮山 4058 番 6他 

（寒川浄水場内） 

 

3 契 約 期 間   令和 7年 12月●日から令和 13 年 3 月 31 日まで 

ただし、令和 7年 12 月●日から令和 8年 3月 31 日まで業務引継

期間とする。 

 

4 契 約 金 額 

（１） 固定費 金 ●円 

ア 固定費の内、計画修繕費 金 ●円 

イ 固定費の内、設備更新費 金 ●円 

（２）変動費 

実費相当額： 

ア 経常修繕費 ●円 

イ 電気代（燃料費調整額等） ●円 

脱水ケーキの再生利用量あたりの単価（円／ds-t）に再生利用が確認された脱水ケーキ

の再生利用量（ds-t）を乗じた額： 

ウ 脱水ケーキ再生利用業務搬出・運搬費単価 ●円 

エ 脱水ケーキ再生利用業務費単価 ●円 

（3）消費税及び地方消費税 

（１）及び（2）の合計額に消費税法（昭和63年法律第108号、その後の改正を含む。)第28

条第１項及び第29条並びに地方税法（昭和25年法律第226号、その後の改正を含む。）

第72条の82及び第72条の83の規定により算定したもので、（１）及び（2）の合計額に100

分の10を乗じて得た額であり、各支払時期における契約金額に適用される税率が変更さ

れた場合には、当該変更後の税率を乗じて得られる消費税及び地方消費税を支払うも

のとする。 

 

5 契 約 保 証 金   神奈川県公営企業財務規程（昭和 42年企業管理規程第 11号）第 

138 条第６号の規定に基づき免除する 

 

6 支 払 場 所   神奈川県企業庁出納事務取扱店 株式会社横浜銀行県庁支店 
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 上記事業（以下「本事業」という。）について神奈川県企業庁寒川浄水場長（以下「発

注者」という。）と●●●●●●●●●●代表取締役（以下「受注者という。」）は、各々

対等の立場における合意に基づいて、以下に定める条項によって公正な契約を締結し、信

義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 本契約の証として本書(以下に定める条項を含むがこれに限られない。)を 2通作成し、

当事者がそれぞれ記名押印の上、各自 1通を保有する。 

 

  令和 7年 12 月●日 

 

発注者  

 

受注者  
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第 1章 用語の定義 

(定義) 

第1条 本契約において使用する用語の定義は、別紙 1の用語集に定めるところによる。 

 

第 2章 総則 

(目的) 

第2条 本契約は、発注者及び受注者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要

な一切の事項を定めることを目的とする。 

 

(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 

第3条 受注者は、本事業が水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本事業の

実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする｡ 

2 発注者は、本事業が民間受注者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重

するものとする｡ 

 

(本事業の概要) 

第4条 発注者は、本事業の実施にあたり、受注者に対して対象業務の実施を包括的に委託

し、受注者は、これを受託する。 

2 受注者は、対象業務を、本契約、設計図書、提案書類及び維持管理・・運営仕様書並びに

業務全体計画書・（以下・「本事業で準拠する書類等」という。）に従い、適正かつ確実に

実施する。受注者は、本事業で準拠する書類等による業務要求水準を満たし、安定的か

つ適切な方法を用いた本事業の運営のため、対象業務の実施に必要な能力・・資質・・経験

を有する人員を配置して、対象業務の実施に必要な装備を整える。 

3 発注者は、本事業で準拠する書類等の定めるところにより、受注者による本事業の適正

かつ確実な実施を確保するために、必要な措置をとる。 

 

(用地使用) 

第5条 受注者は、対象施設及び対象設備を本事業実施のため占有して使用できるほか、本

事業を実施する上で必要な範囲において、業務要求水準書において特定される発注者

の管理に係る通路部分について通行及び地中部分における管路の設置などの合理的な

使用ができる。 

 

(許認可、届出等) 

第6条 本契約上の義務を履行するために必要な一切の許認可は、受注者がその責任及び

費用において取得・・維持し、また、必要な一切の届出についても受注者がその責任及び

費用において提供するものとする。ただし、発注者が取得・・維持すべき許認可及び発注



8 

 

者が提供すべき届出はこの限りでない。 

2 受注者は、前項の許認可等の申請に際しては、発注者に書面による事前説明及び事後報

告を行う。 

3 発注者は、受注者からの要請がある場合は、受注者による許認可の取得、届出等に必要

な資料の提供その他について協力をするものとする。 

4 受注者は、発注者からの要請がある場合は、発注者による許認可の取得、届出及びその

維持等に必要な資料の提供その他について協力する。 

 

(成果の帰属) 

第7条 本事業の実施に伴って生じた一切の成果に対する権利は、本契約に特段の定めが

あるもの並びに別途発注者及び受注者がその帰属につき協議して決定したものを除き、

その生じた時から発注者に帰属する。 

 

(現場総括責任者、現場総括副責任者、その他業務責任者) 

第8条 受注者は本事業の実施にあたり、現場総括責任者を定め、書面により発注者に報告

するとともに、現場に配置の上、本事業の指揮監督にあたらせなければならない。 

2 受注者は本事業の実施にあたり、現場総括副責任者、その他業務の実施に必要な要件に

含まれる業務責任者を定め、書面により発注者に報告するとともに、現場に配置の上、

本事業に係る担当業務について、現場総括責任者の下で指揮監督にあたらせなければ

ならない。 

3 受注者は、前 2 項について変更があるときは、速やかに発注者に報告しなければなら

ない。 

 

(従業員) 

第9条 受注者は本事業に従事させる者（下請先の従事者を含まない。）の名簿を発注者に

提出しなければならない。 

2 受注者は、前項について変更があるときは、速やかに発注者に報告しなければならな

い。 

 

(電気主任技術者) 

第10条 受注者は、発注者から対象業務の実施を受託するにあたり、みなし設置者として管

理する自家用電気工作物について電気事業法第 39 条第 1 項の義務を負うものとする。 

2 受注者は、電気事業法第 43 条に従い電気主任技術者を選任するとともに、その氏名そ

の他必要な事項を発注者に通知し、発注者の確認を受けなければならない。電気主任技

術者を変更したときも同様とする。 

3 当該自家用電気工作物の維持及び運用の保安を確保するにあたり、受注者が選任した
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電気主任技術者の意見を、発注者は尊重する。 

4 受注者が選任した電気主任技術者は、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関

する保安の監督の業務を誠実に行う。 

5 当該自家用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、受注者が選任した電気主

任技術者がその保安のためにする指示に従う。 

6 みなし設置者たる受注者と設置者たる発注者の電気事業法及びその関連法規上の権限、

義務及び責任の基本的な区分は、次のとおりとする。 

（1）みなし設置者たる受注者の権限、義務及び責任の範囲 

ア 電気事業法第 39 条第 1項の維持義務 

イ 同法第 42条に基づく保安規程の策定・届出 

ウ 同法第 43条に基づく電気主任技術者の選任又は電気事業法施行規則第 52 条第２

項に基づく電気主任技術者の外部委託 

エ 同法第 106 条に基づく報告の徴収に対する報告その他の対応（設置者たる発注者

と協力して行う。） 

オ 同法第 107 条に基づく立入検査等の受入れ 

カ 電気関係報告規則・（昭和 40 年通商産業省令第 54号、その後の改正を含む。）第 3

条に基づく事故報告 

（2）設置者たる発注者の権限、義務及び責任の範囲 

ア 電気事業法第 48 条に基づく工事計画の届出 

イ 同法第 51条に基づく使用前安全管理検査 

ウ 同法第 106 条に基づく報告の徴収に対する報告その他の対応（みなし設置者たる

受注者と協力して行う。） 

エ 電気関係報告規則第 5条に基づく発電所出力変更等の報告 

 

(有資格者の兼務) 

第11条 現場総括責任者、現場総括副責任者その他の者が複数の要件を満たしている場合、

前条に定める電気主任技術者、業務責任者その他の有資格者としての業務を兼ねるこ

とができる。 

 

(調査職員) 

第12条 発注者は、受注者による対象業務の実施を監督するとともに、受注者との連絡・・協

議にあたらせるため、調査職員を置かなければならない。 

2 発注者は前項により調査職員を置いたときは、調査職員の職及び氏名を受注者に通知

しなければならない。調査職員を変更したときも同様とする。 

3 調査職員は、次の各号に掲げる権限を有する。 

（1）本契約の内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する回答 
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（2）本契約の履行に関する受注者又は受注者の現場総括責任者との協議 

（3）発注者が業務実施において著しく不適当と認める場合において、受注者に対して、

その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことの請求 

4 前項の規定による調査職員の回答及び要求は、書面により行う。 

5 本契約に定める書面の提出及び受領は、本契約に特段の定めがあるものを除き、調査職

員又は調査職員が受注者に対して指示した発注者の職員により行う。 

 

(対象施設等の機能の確認及び使用) 

第13条 発注者及び受注者は、発注者が別に指定する日において、対象施設及び対象設備の

性状、規格、機能、数量、その他内容について、双方立会いの上、確認するものとする。

確認は必要に応じて文書で行うものとする。なお、対象施設及び対象設備の確認に係る

費用は、各自これを負担するものとする。 

2 受注者は、対象業務を行う以外の目的で対象施設及び対象設備を使用せず、善良な管理

者の注意義務をもって、対象施設及び対象設備を使用し、又は保存し、若しくは管理を

行う。 

3 第 1 項による確認の結果、対象施設及び対象設備に重大な契約不適合があるときは、

受注者は発注者に対して、相当の期間を定めてその契約不適合の修補を請求すること

ができるものとする。ただし、契約不適合が軽微である場合は、この限りではない。 

4 受注者は、前項に係わらず、事業開始日から 1年以内に、対象施設及び対象設備に重大

な契約不適合を発見したときは、前項に定める措置を講ずることができるものとする。 

 

(対象業務の引継ぎ及び対象施設及び対象設備等確認) 

第14条 前条に定めるほか、発注者は、業務引継期間中、受注者が対象業務を実施するため

の引継ぎに必要な書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を、受注者に適切に開示

して対象業務の引継ぎを行い、受注者は、受注者による対象業務の実施に必要となる一

切の書類、データ、対象施設及び対象設備の状況を確認するとともに、履行期間中にお

ける対象業務の実施のため、対象業務について習熟する。 

 

(貸与品等) 

第15条 受注者による対象業務の実施に際し、発注者が無償で受注者に貸与する物品・（以下

「貸与品等」という。）の品名、数量、引渡場所及び引渡時期は、別途協議の上決定す

る。 

2 前項の規定により発注者が受注者に貸与する貸与品等につき、発注者は受注者に所有

権を与えるものではない。 

3 受注者は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から 14 日以内に、発注者に借用

書を提出しなければならない。 
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4 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 

5 受注者は、本契約の定めるところにより本契約が終了した場合、全ての貸与品等を速や

かに返還しなければならない。また、本契約の定めるところにより対象業務の一部が完

了し又は本契約が変更等されたことにより、貸与品等の全部又は一部が不要となった

場合には、当該貸与品等を、速やかに返還しなければならない。 

6 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失又は毀損し、その返還が不可能となった

ときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、又は原状に復して返還しなければなら

ない。 

7 経年劣化等の理由その他受注者の責に帰さない事由による貸与品等の故障等について

は、受注者の申請に基づき、発注者が承認したものに限り、発注者が代品を調達する。 

 

(消耗品の調達) 

第16条 受注者は、貸与品等を除き、履行期間中、自己の責任と費用により、対象業務の実

施に必要となる消耗品、資機材、薬品、事務備品その他の物品を調達する。 

 

第 3章 対象施設の維持・運営 

(業務全体計画書) 

第17条 受注者は、業務を実施するにあたり、業務開始日の 30日前までに、業務全体の計

画として履行期間全体を通した業務全体計画書を策定し、発注者の承認を得なければ

ならない。また、受注者は、各事業年度の業務全体計画書を対象業務ごとに作成しなけ

ればならない。受注者は、各事業年度の基本計画書の案を当該事業年度の前年７月末ま

でに発注者に提出し、各事業年度の基本計画書の確定版を当該事業年度が開始する 30

日前までに発注者に提出し、その承認を得なければならない・（以下、併せて・「業務全体

計画書」という。）。業務全体計画書の記載事項については、発注者との協議の上、定め

るものとする。 

2 受注者は、業務全体計画書を含む本事業で準拠する書類等に従って業務を実施しなけ

ればならない。 

3 受注者は、業務全体計画書につき発注者の承認を得た後であっても、本事業で準拠する

書類等に規定された業務要求水準を満たすために必要な又は望ましい場合には、業務

全体計画書の変更を行うものとする。受注者が業務全体計画書を変更する場合、あらか

じめ発注者の承認を得なければならない。 

4 受注者は、業務の実施状況又はその結果が業務要求水準書に規定された業務の水準に

達しない場合において、単に業務全体計画書に従ったことのみをもってその責任を免

れることはできない。 
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(業務改善提案) 

第18条 受注者は、本事業に関する業務について、設計図書で示す手法より効果的かつ効率

的な業務手法を発注者に提案することができる。 

2 受注者が前項に基づく提案を行う場合には、任意の様式により提案書を作成し提出す

ることとする。 

3 発注者は、受注者から提案書を受領した後に、提案を受けた業務手法について必要に応

じて受注者からヒアリングを実施することができる。 

4 発注者は、前各項により提案された業務手法について検討した結果、当該業務をより効

果的かつ効率的に実施できる可能性があると判断した場合、一定の試用期間を設定し、

その効果測定を実施する。 

5 発注者は、前項に基づく効果測定の結果、当該変更を行うか否かを、受注者に通知しな

ければならない。 

6 前項において、当該変更を行う場合、設計図書の変更を行う。 

 

(対象業務の実施に伴う近隣対策) 

第19条 受注者は、自己の責任及び費用において、対象業務を実施するに当たって合理的に

要求される範囲の近隣対策を実施する。かかる近隣対策の実施について、受注者は、発

注者に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告する。なお、受注者の対象業務

以外にかかる近隣対策は発注者が行うものとする。 

 

(再委託) 

第20条 受注者は、本契約について対象業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に

委任、又は請け負わせてはならない。 

2 受注者は対象業務の一部・（主たる部分を除く）について第三者に委任又は請け負わせよ

うとする場合・（以下、「再委託」という。）、あらかじめ再委託の相手方・（以下、「再委託

先」という。）の名称及び住所並びに再委託を行う業務の範囲及び再委託の必要性等に

ついて記載した書面を提出し、発注者は次に掲げる事項について審査し、適正と認めら

れる場合に書面により承認するものとする。ただし、発注者が軽微な業務であると予め

認めるものについてはこの限りではない。対象業務の一部・（主たる部分を除く）につい

て、当該承認を受けた第三者からその他の第三者に委任又は請け負わせようとする場

合も同様とする。 

（1）再委託を行う合理的理由 

（2）再委託先が、再委託される業務を履行する能力等 

3 前項の規定により承認された事項に変更がある場合は、受注者は変更の届け出を提出

し、発注者による審査及び承認を受けるものとする。 

4 発注者は、必要と認めた場合には、随時、受注者から対象業務の遂行体制について報告
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を求めることができるものとする。なお、受注者は、産業廃棄物の運搬又は再生利用の

委託に際して委託先から送付を受けた廃棄物管理票の写しを履行期間中にわたり保管

し、発注者の要求があれば速やかに開示する。 

5 受注者は、自らが負う契約書等における一切の義務を再委託先にも遵守させるととも

に、再委託先の行為について、発注者に対し責任を負うものとする。 

6 再委託先に関する何らかの紛争等に起因して対象業務に支障が生じた場合において、

発注者又は受注者が負担することとなる増加費用については、すべて受注者が負担す

るものとする。 

 

(業務開始の遅延) 

第21条 受注者の責めに帰すべき事由により、業務開始日までに対象業務が開始されなか

った場合、受注者は、業務開始日から起算して実際に業務が開始された日までの期間

（両日を含む。）において、発注者が負担した増加費用及び損害に相当する額を負担す

るとともに、あわせてかかる増加費用及び損害額の負担とは別に、遅延日数に応じ、当

該対象業務に係る契約金額につき年 2.5 パーセントの割合で計算した額を、遅延日数

に応じて日割り計算（1年を 365 日とする。）により、遅延損害金を発注者に支払う。 

2 発注者は、発注者の責めに帰すべき事由により、業務開始日までに受注者が業務を開始

できなかった場合、業務が開始されないことに起因して受注者に生じた合理的な増加

費用を負担するものとする。 

3 業務開始の遅延が不可抗力や法令の変更の事由によるもので、発注者がやむを得ない

と認めるときは、それにより受注者又は発注者が負担した増加費用及び損害の負担に

つき、発注者及び受注者で協議を行うものとする。 

 

(業務の適正履行) 

第22条 受注者は、本契約の本旨に従い善良なる管理者の注意義務をもって誠実に対象業

務を履行しなければならない。 

 

(対象施設の維持管理・運営) 

第23条 受注者は、本事業で準拠する書類等に基づき、対象業務を、自らの責任と費用によ

り実施する。 

2 受注者は、本事業で準拠する書類等に定める条件に従い、業務開始日以降、対象業務を

開始する義務を負い、かつ、契約期間中、対象施設及び対象設備の維持管理・・運営を行

う責任を負う。発注者は、受注者が本事業で準拠する書類等に定める条件に従い、適切

な運営体制のもと、対象業務に関し必要とされる水準のサービスを継続的に提供する

ことに対して、第 39 条の規定に従い委託費を受注者に対して支払うものとする。 

3 発注者は、維持管理・・運営仕様書を変更する場合、事前に受注者に対して書面により通
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知の上、その対応について協議を行い、受注者の合意を得るものとする。ただし、業務

要求水準書を超えて維持管理・・運営仕様書を変更する場合で維持管理・・運営に係る費用

が増加するときは、発注者は当該増加費用を負担する。 

 

(業務要求水準書の変更) 

第24条 発注者は、自ら必要と認める場合、受注者に対して、業務要求水準書の変更の検討

を指示することができる。受注者は、当該指示の受領後 15日以内に、当該変更が対象

業務の実施に与える影響（計画修繕にかかる変更の場合には、別紙 2 に定める方法に

よる計画修繕費の積算額を含む。以下本条において同じ。）を検討し、検討結果を発注

者に報告する。 

2 受注者は、受注者の責めに帰さない事由により、業務要求水準書の変更を要する場合、

当該変更が対象業務の実施に与える影響を検討し、検討結果を発注者に報告しなけれ

ばならない。 

3 発注者は、前 2 項による検討結果を受理した場合、当該検討結果に基づいて業務要求

水準書を変更することができる。発注者は当該検討結果の受理後、当該検討結果に基づ

く変更を行うか否かを、受注者に通知しなければならない。 

 

(業務要求水準書の変更に伴う費用負担及び委託費の減額) 

第25条 発注者は、前条第 3項の規定に従い業務要求水準書を変更した場合、当該変更によ

り受注者に発生した増加費用及び損害を合理的な範囲で負担し、当該変更により受注

者が負担する費用の減少が生じたときは、当該費用減少分に応じて委託費を減額する。

なお、計画修繕にかかる変更の場合は、計画修繕費の積算額に基づいて委託費の変更に

ついて協議を行う。 

 

(契約不適合責任) 

第26条 発注者は、対象業務に契約不適合があるときは、契約不適合が発注者の責めに帰す

べき事由によるものを除き、受注者に対し、履行の追完又は追完に代え若しくは追完と

ともに損害の賠償を請求することができる。 

2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内

に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて委託費の減額を請求

することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることな

く、直ちに委託費の減額を請求することができる。 

（1）履行の追完が不能であるとき。 

（2）受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（3）契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をし

なければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追
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完をしないでその時期を経過したとき。 

（4）前 3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完

を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 

2 受注者が第 1項の義務を履行しない場合、発注者は、第三者にこれを追完・・修補させそ

の費用を請求することができる。ただし、かかる場合においても受注者は第 1 項に定

める義務を免れるものではない。 

3 受注者は、本契約の終了後においても前 3 項に基づく契約不適合責任を引き続き負う

ものとする。 

 

(総合排泥池への送泥) 

第27条 発注者は浄水発生土の全量を総合排泥池に送泥するものとする。 

2 総合排泥池への送泥は、発注者の費用と責任で行うものとする。 

3 発注者と受注者は、送泥及び浄水発生土の受け入れについて、原則として月 1回、本事

業が円滑に実施できるよう、調整を図るものとする。 

 

(対象施設の修繕及び機器の更新) 

第28条 受注者は、本事業で準拠する書類等に従い、経常修繕及び機器の更新を、自己の責

任と費用により実施する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により対象施設及び対

象設備の修繕又は機器の更新を行った場合、発注者はこれに要した一切の費用を負担

する｡なお、機器の更新等により新たに取得された機器等の所有権は発注者に帰属する

ものとする。 

2 受注者は、前項の経常修繕及び機器の更新に係る工事の実施に先立ち、当該工事にかか

る経常修繕費の額及び工事内容につき、発注者に報告し承認を得なければならない。た

だし、緊急を要する場合は、受注者は口頭で調査職員に報告の上当該修繕を実施し、事

後に積算額及び工事内容を発注者に報告して承認を求めることができ、かかる場合、事

後に発注者の承認が得られることを条件として、別紙 2 の規定に従って、当該工事に

かかる経常修繕費を発注者に請求することができる。 

3 受注者が、対象施設及び対象設備の経常修繕又は機器の更新を行った場合、受注者は必

要に応じて当該修繕又は機器の更新を竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工

図等の書面及び当該工事に関する報告書を作成し、発注者に提出しなければならない｡ 

 

（完成検査及び引渡し） 

第29条 受注者は、工事等が完成した場合は、発注者の基準等に基づいて自ら完成検査を実

施し、実施後速やかに引渡検査依頼書を発注者に提出しなければならない。 

2 発注者は、引渡検査依頼書を受理した場合は、引渡検査を実施する。 

3 発注者は、前項の検査で完成を確認した場合は、当該工事等に係る引渡確認通知書を受
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注者に交付する。 

4 受注者は、引渡確認通知書を受理した場合は、速やかに、当該工事の目的物に係る引渡

書類とともに、当該工事等の目的物を発注者に引き渡す。 

 

（引渡しの遅延） 

第30条 受注者は、各工事等の目的物の引渡しの遅延が見込まれた場合、速やかに当該遅延

の原因及びその対応計画を発注者に通知しなければならない。 

 

(返送水の水質) 

第31条 受注者は、返送水については、常に、別紙 3に記載の条件を充足させなければなら

ない｡ 

2 返送水の寒川浄水場への返送は、受注者の費用と責任で行うものとする。 

3 別紙 3 に記載の条件を充足しない返送水が寒川浄水場に返送される場合で、その返送

水の水質が浄水工程に支障を生じさせると発注者が判断したとき、発注者は、当該返送

水の浄水場への流入を防ぐため汚水返送ポンプを停止することができる。 

 

(脱水ケーキの性状及び再生利用) 

第32条 受注者は、対象施設における脱水処理により発生する脱水ケーキについて、すべて

再生利用しなければならない。 

2 脱水ケーキの形状については、受注者により脱水ケーキの適切な再生利用が可能な形

状であれば、いかなる形状であるとを問わない。 

 

(発注者による説明要求及び立会い) 

第33条 発注者は、受注者に対し、契約期間中、対象施設及び対象設備の対象業務について、

随時その説明を求めることができるものとし、また、対象施設において対象業務の履行

状況を自ら立会いの上確認することができるものとする。 

2 受注者は、前項に規定する対象業務の履行状況その他についての説明及び発注者によ

る確認の実施について発注者に対して最大限の協力を行わなければならない。 

3 前 2項に規定する説明又は確認の結果、対象施設の対象業務の履行状況が、本契約、業

務要求水準書、提案書類、維持管理・・運営仕様書又は業務全体計画書の内容を逸脱して

いることが判明した場合、発注者は受注者に対して期限を定めてその是正を勧告する

ものとする。この場合、受注者は発注者に対して次条に規定する業務報告書等において

かかる勧告に対する対応状況を報告しなければならない。 

 

(業務報告書等の提出) 

第34条 受注者は、対象業務の履行結果を正確に記載した業務日報を毎日作成し、その日ご
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とに発注者に提出するものとする。業務日報に記載されるべき具体的な項目及び内容

は、本契約締結後に受注者が作成し発注者に対して提出する業務全体計画書を基に、発

注者との協議を経て決定されるものとする。ただし、業務日報には脱水ケーキの再生利

用状況を記載するとともに、これを証明するに足りる書面を添付することとする。 

2 受注者は、契約期間中は、毎月、対象業務にかかる月次業務報告書を作成し、翌月 5営

業日以内に発注者に提出するものとする。 

3 受注者は、各事業年度終了後 1 ヶ月以内に、当該事業年度に係る対象業務に関する年

次業務報告書を発注者に対して提出する。 

 

(実施状況の確認) 

第35条 発注者は、受注者が提供するサービスの質及び内容を確保するため、以下のとおり

実施状況の確認と評価を行い、翌月 10 営業日以内に当該月の業務状況について受注者

に通知する。 

（1）日常検査 

  発注者は、前条に基づき提出された業務日報の内容を確認する。 

（2）定期検査 

 発注者は、月に 1回、前条に基づき提出された業務報告書等の内容を確認する他、必

要に応じて対象施設を受注者とともに巡回する。 

（3）随時検査 

  発注者は必要と認めるときは、随時検査を実施する。 

2 前条の規定にかかわらず、受注者は、何らかの事由で、本事業で準拠する書類等に記載

された対象業務に係るサービスの質又は内容を達成できない状況が生じ、かつ、これを

受注者自らが認識した場合、その理由及び状況並びに対応方針等を記載した書面を直

ちに発注者に対して提出するとともに、かかる書面の提出と同時に口頭にて発注者に

対してこれを報告しなければならない。 

 

(改善通告) 

第36条 前条第 1 項に規定する検査の結果、本事業で準拠する書類等に定める業務要求水

準の未達が判明した場合、発注者は、受注者に対して業務要求水準の未達部分を明らか

にし、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。 

2 受注者は、前項の通告を受けたときには、当該通告を受領した日から 10日以内に、改

善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、第 34

条の業務報告書等において、その実施状況を報告しなければならない。 

3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、

理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。 
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(改善計画書の変更) 

第37条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該業務要求水準の未達

の是正がなされなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更し、

又は再提出するよう通告するものとする。 

2 前条第 2項及び第 3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。 

 

(健康診断の実施) 

第38条 受注者は、対象施設において対象業務に従事している者・（受注者の従業員であるか

否かを問わない｡）について、「水道法」（昭和 32年法律第 177 号）の定めるところに従

い、定期及び臨時の健康診断を実施しなければならない。なお、受注者は実施結果を速

やかに発注者に報告するものとする。 

 

(委託費の額) 

第39条 発注者は、受注者による対象業務の実施の対価として、別紙 2に定める額の委託費

を受注者に支払うものとする。 

 

(委託費の支払方法) 

第40条 委託費の支払は、第 35条に規定する検査完了後、受注者の適法な請求書を受理し

た日から 30 日以内に発注者が行うものとする。 

2 発注者の責めに帰する事由により、発注者が前項に規定する支払期限までに委託費を

支払わないときは、発注者は受注者に対して第 21条の規定を準用して計算した遅延利

息を支払わなければならない。ただし、発注者が前項に規定する支払期限までに支払を

しないことが天災地変等やむを得ない事由による場合は、当該事由の継続する期間は

同条に規定する約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数として計算しない。な

お、計算した遅延利息の額が 100 円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せ

ず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

 

(委託費の改定) 

第41条 委託費は、毎年度 1回、発注者又は受注者の要請に基づく協議の上で、物価変動を

考慮し、改定することができる。改定は、業務ごとに別紙 2記載の指標の変動率を勘案

した改定率を当該年度の各業務の委託費に乗じ、翌年度第 1 四半期支払分以降の各業

務の委託費に反映する。 

 

(委託費の支払停止) 

第42条 第 37 条に基づき、変更し又は再提出した改善計画書（以下「再度の改善計画書」

という。）に定める期日までに当該業務要求水準の未達が是正されないときは、発注者
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は受注者に対し、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託

費の支払を停止することができる。 

2 前項の支払停止を行う場合には、発注者は、受注者に対し、弁明の機会を与えなければ

ならない。 

3 当該業務要求水準の未達が是正されたときは、発注者は、第 1 項に基づき支払を停止

していた委託費を、すみやかに受注者に支払うものとする。この場合、支払を停止して

いた期間に係る利息は一切付さないものとする。 

 

(現場総括責任者等に対する必要な措置) 

第43条 前条に定める委託費の支払停止のほか、再度の改善計画書に定める期日までに、当

該業務要求水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対し、その理由を明

示した書面により、現場総括責任者、その他の関係者について必要な措置をとるべきこ

とを請求することができる。 

 

(第三者に及ぼした損害) 

第44条 受注者が、対象業務を履行する過程で、又は履行した結果、第三者に損害が発生し

たときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注

者の提示する設計図書又は維持管理・運営仕様書又は発注者による指示により生じた

ものについては発注者が負担する。 

2 前項の場合を除き、対象業務に関し不可抗力により第三者に生じた損害は、原則、発注

者が負うものとする。ただし、必要に応じて発注者及び受注者は、かかる当該損害の負

担方法等について協議して決定することができるものとする。 

 

(不可抗力及び法令変更により生じた損害等) 

第45条 不可抗力により、対象業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、原則、発注者が

負担するものとする。ただし、必要に応じて発注者及び受注者は、かかる増加費用の負

担方法等について協議して決定することができるものとする。 

2 法令の変更により、対象業務に生じた合理的な増加費用及び損害は、原則、発注者が負

担するものとする。ただし、必要に応じて発注者及び受注者は、かかる増加費用及び損

害の負担方法等について協議して決定することができるものとする。 

 

第 4章 契約期間及び契約の終了 

(契約期間) 

第46条 本契約は、本契約の締結日から効力を生じ、令和 13 年 3 月 31 日をもって終了す

る。 
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(受注者の債務不履行による契約解除) 

第47条 次に掲げる場合は、発注者は、受注者に対して書面により通知した上で、本契約を

解除することができる。 

（1）受注者の責めに帰すべき事由により、令和●年●月●日時点で対象業務を実施でき

る見込みがないと明らかに認められるとき 

（2）受注者が本事業を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき 

（3）発注者が受注者に対して、第 42条第 1項の規定に基づき、委託費の支払停止措置を

講じた後、発注者が指定した相当期間経過後の日を経過しても、当該支払停止の理由

となった業務要求水準の未達が是正されないとき 

（4）受注者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき 

（5）受注者・（受注者から再生利用を委託されたものを含む｡）が、脱水ケーキを不法に投

棄し又は発注者の承諾を得ず埋立てを行ったとき。ただし、かかる受注者に帰責事由

が存在しないことが判明した場合を除く 

（6）前 5号に規定するもののほか、受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の

目的を達成することができないと認められるとき 

（7）受注者にかかる破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開

始、特別清算手続開始その他の倒産法制上の手続について、受注者の取締役会でその

申立てを決議したとき又はその他第三者（受注者の取締役を含む。）によりその申立

てがなされたとき 

（8）受注者が、本契約に基づく重大な義務に違反したとき 

 

(発注者の債務不履行による契約解除) 

第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、発注者に対して書面により通

知した上で本契約を解除することができる。 

（1）発注者が本契約に基づいて履行すべき委託費の支払いについて、第 40条に定める支

払期限を経過してから 60日を過ぎても委託費を支払わないとき 

（2）発注者が、本契約に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者

に対し通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき 

（3）発注者の責めに帰すべき事由により、本契約の履行が不能となったとき 

2 前項の規定により本契約が終了する場合は、発注者は受注者に対して、契約期間の終了

日までの委託費のうち未払の委託費について、発注者及び受注者の協議に基づき一定

の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託費の支払時期は、第 40

条の規定を準用する。 

 

(法令変更による契約解除) 

第49条 契約期間において、第 59条に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後におけ
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る法令変更により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行の

ために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議の上、本契約の全

部又は一部を解除することができる。 

2 前項に基づき本契約が解除された場合、受注者に生じた損害の負担は、別紙 4に従う。 

 

(不可抗力による契約解除) 

第50条 契約期間において、第 62条に基づく協議にもかかわらず、本契約の締結後におけ

る不可抗力により、発注者が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行の

ために多大な費用を要すると判断した場合、発注者は、受注者と協議の上、本契約の全

部又は一部を解除することができる。 

2 前項に基づき本契約が解除された場合、受注者に生じた損害は、原則、発注者が負うも

のとする。ただし、必要に応じて発注者及び受注者は、かかる当該損害の負担方法等に

ついて協議して決定することができるものとする。 

 

(暴力団等排除に係る契約解除) 

第51条 発注者は、神奈川県警察本部からの通知に基づき、受注者又は受注者の構成企業の

いずれかが次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、本契約を解除するこ

とができる。この場合において、解除により受注者に損害が生じても、発注者はその損

害の賠償の責めを負わないものとする。 

（1）神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75号、その後の改正を含む。以

下、「神奈川県暴排条例」という。）第 2条第 4号に定める暴力団員等又は同第 2条第

5号に定める暴力団経営支配法人等であると認められたとき 

（2）神奈川県暴排条例第 23条第 1項に違反したと認められたとき 

（3）神奈川県暴排条例第 23条第 2項に違反したと認められたとき 

（4）神奈川県暴排条例第 2条第 4号に定める暴力団員等と密接な関係を有していると認

められたとき 

（5）受注者又は受注者の構成企業のいずれかの役員等（役員（業務を執行する社員、取

締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有す

る者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者と同等以上の支配力を有する者と認められる者を含む。）又は支店若しく

は営業所・（常時業務の契約を締結する事務所をいう。）の代表者をいう。）が、神奈川

県暴排条例第 2 条第 4 号に定める暴力団員等と密接な関係を有していると認められ

たとき 

2 前項の規定により、発注者が本契約を解除した場合においては、受注者は、別紙 5に定

める賠償金等の算出に用いる契約金相当額・（以下、「賠償金等算出基準額」という。）の

10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら
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ない。 

 

(談合その他不正行為による契約解除) 

第52条 本事業に関して次の各号のいずれかに該当するときは、発注者は契約を解除する

ことができる。 

（1）受注者又は受注者の構成企業のいずれかが私的独占の禁止及び公正取引の確保に関

する法律(昭和 22 年法律第 54号、その後の改正を含む。以下・「独占禁止法」という。)

第 3 条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者又は受注者の構成企

業のいずれかに対して行う同法第 7条第 1項又は第 2項の規定による命令(これらの

命令がされなかった場合にあっては、同法第 7条の 2第 1項の規定による命令)又は

同法第 66条第 4項の規定による審決が確定したとき 

（2）受注者又は受注者の構成企業のいずれかを構成事業者とする事業者団体が独占禁止

法第 8 条第 1 項第 1 号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が当該事業者

団体に対して行う同法第 8 条の 2 第 1 項の規定による命令若しくは同条第 2 項にお

いて準用する同法第 7条第 2項の規定による命令(これらの命令がされなかった場合

にあっては、同法第 8 条の 3 において準用する同法第 7 条の 2 第 1 項の規定による

命令（受注者に対してされたものに限る。））又は同法第 66条第 4項の規定による審

決が確定したとき 

（3）受注者若しくは受注者の構成企業のいずれか又はこれらの者の役員若しくは使用人

に関して刑法・（明治 40 年法律第 45号、その後の改正を含む。）第 96 条の 6若しくは

同法第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号の規定に

よる刑が確定したとき 

2 発注者は、前項の規定により本契約を解除したときは、受注者に損害が生じてもその責

めを負わないものとする。 

 

(賠償の予約) 

第53条 前条第 1 項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを

問わずに、受注者は、賠償金として、賠償金等算出基準額の 100 分の 15に相当する額

を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。本契約終了後においても同様

とする。ただし、発注者が特に不要と認める場合は、この限りでない。 

2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場

合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 

 

(契約終了時の施設等の確認) 

第54条 本契約が終了するときは、発注者及び受注者の双方が立会いの上、対象施設及び対

象設備について、第 13 条に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相違がない
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ことを確認する。 

2 前項の確認の結果、第 13条に基づき確認した対象施設及び対象設備の内容と相違があ

るときは、発注者は、受注者の責任と費用による補修を請求し、又は補修に代え若しく

は補修とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、その相違が通常の使用に

よる損耗（本契約に基づく経常修繕又は計画修繕により治癒されるべきものを除く。）

の場合及び発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りでない。 

3 本契約が終了した場合、その終了事由のいかんにかかわらず、受注者は、速やかに、発

注者に対し、発注者が業務を継続するために必要な全ての資料を引き渡さなければな

らない。 

 

(他の業者への引継ぎ) 

第55条 本契約の終了に伴い、受注者は、発注者の指示に従い、発注者又は発注者が対象業

務の全部又は一部を委託する当該他の業者に対して必要な引継ぎを行わなければなら

ない。 

 

(終了手続の費用負担) 

第56条 本契約の終了に際し、終了手続に伴い発生する発注者及び受注者に生ずる諸費用

等については、本契約に別段の定めがある場合を除き、各自これを負担する。 

 

(契約終了時の契約不適合責任) 

第57条 発注者は、第 26 条に定めるほか、本契約終了の日から 1年経過までの間に、受注

者による対象業務の実施に起因して対象施設又は対象設備に契約不適合が発生した場

合、発注者は、受注者に対して当該契約不適合の修補を請求することができる。 

 

第 5章 法令変更 

(通知の付与) 

第58条 受注者は、本契約の締結日以降に法令が変更されたことにより、本契約、業務要求

水準書、提案書類及び維持管理・・運営仕様書で提示された条件に従った対象業務の履行

ができなくなった場合、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに発注者に対し

て通知しなければならない。 

この場合において、発注者及び受注者は、当該通知以降、本契約に基づく自己の義務が

適用法令に違反することとなったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免

れるものとする。 

ただし、発注者及び受注者は、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよ

う努力しなければならない。 
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(協議) 

第59条 発注者が受注者から前条の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変

更に対応するために速やかに本契約等の変更について協議するものとする。かかる協

議にもかかわらず、変更された法令の公布日から 180 日以内に本契約等の変更につい

て合意が成立しない場合は、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通

知し、受注者はこれに従い本事業を継続するものとする。 

 

第 6章 不可抗力 

(通知の付与) 

第60条 発注者及び受注者は、不可抗力により本契約に基づく義務の履行ができなくなっ

たときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければな

らない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、当該不可抗力に

よる履行不能の範囲において、本契約に基づく履行期日における履行義務を免れるも

のとする。ただし、各当事者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にする

よう努力しなければならない。 

 

(不可抗力への対応) 

第61条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は不可抗力

により対象施設への重大な損害が発生した場合、受注者は、当該不可抗力の影響を早期

に除去すべく、予め設定されている対応手順に則り、早急に対応措置をとるものとす

る。 

 

(協議) 

第62条 発注者が受注者から第 60条の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不

可抗力に対応するために速やかに協議するものとする。かかる協議にもかかわらず、不

可抗力が発生した日から 30 日以内に本契約等の変更について合意が成立しない場合

は、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い

本事業を継続するものとする。 

 

第 7章 その他 

(公租公課の負担) 

第63条 本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税は、すべて受注者

の負担とする。発注者は、委託費に付される消費税及び地方消費税を支払うことを除

き、対象業務に関連するすべての公租公課について、負担しないものとする。ただし、

本契約に別段の定めがある場合を除く。 
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2 契約締結時点で発注者及び受注者に予測不可能であった新たな公租公課の負担が受注

者に発生した場合、その負担については、別紙 4に従う。 

 

(秘密の保持と情報の開示) 

第64条 発注者及び受注者は、互いに本事業に関して知り得た相手方の秘密情報を相手方、

自己若しくは相手方の代理人若しくは本契約と同等の守秘義務を負わせたコンサルタ

ント以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただ

し、発注者又は受注者が法令に基づき開示する場合はこの限りではない。 

2 第 1項の定めは、契約期間満了後又は本契約の終了若しくは解除後も存続する。 

3 受注者又は受注者が秘密情報の取扱いを委託した第三者が本条の義務に違反したこと

によって発注者が損害を被った場合、受注者は発注者に対しその損害を賠償するとと

もに、発注者が必要と考える措置をとらなければならない。 

 

(所有権) 

第65条 対象施設及び対象設備の所有権は、発注者に属する。 

 

(保険) 

第66条 受注者は、履行期間中、自己の費用により、必要な保険を付保できる。 

2 受注者は、前項に基づき加入する保険の保険証書の写しを発注者に提出する。 

 

第 8章 雑則 

(契約の変更) 

第67条 本契約は、発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変

更を行うことができる。 

 

(著作権その他の権利の侵害の防止) 

第68条 受注者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権

利を侵害しないことを、発注者に対して保証する。 

2 受注者は、その作成する成果物及び関係書類が、第三者の有する著作権その他の権利を

侵害し、第三者に対してその損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならな

いときは、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。かかる著作権その他の権利

の侵害に関して、発注者が損害の賠償を行い又は費用を負担した場合には、受注者は、

発注者に対し、かかる損害及び費用の全額を補償する。 

 

(特許権等の使用) 

第69条 受注者は、特許権等の産業財産権の対象となっている技術等を使用するときは、そ
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の使用に関する一切の責任・（ライセンスの取得、ライセンス料の支払及びこれらに関し

て発生する費用の負担を含む。）を負う。ただし、発注者が、第三者の産業財産権の対

象となっている事業手法、工事材料、施工方法等を指定した場合において、業務要求水

準書等に当該第三者の産業財産権の対象である旨の明示がなく、かつ受注者が当該第

三者の産業財産権の対象であることを知らなかったときに限り、発注者がその使用に

関する責任を負う。 

 

(特許権等の帰属) 

第70条 受注者は、対象業務の実施にあたり、特許権等いわゆる産業財産権の対象となるべ

き発明、又は考案をした場合には、発注者に通知し、必要な書類等を提出しなければな

らない。 

2 前項の場合において、当該産業財産権の取得のための手続き、権利の帰属等に関する詳

細については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

(賠償金等) 

第71条 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金、又は違約金・（以下・「賠償金等」という。）

を発注者の指定する期間内に支払わない場合、発注者は賠償金等の額に、賠償金等の額

につき発注者の指定する期間を経過した日から賠償金等が納付された日（当該日を除

く。）までの日数に応じ、第 21 条の規定を準用して計算した遅延利息を加えた額を徴

収する。 

 

(暴力団等からの不当介入の排除) 

第72条 受注者は、本契約の履行にあたって、神奈川県暴排条例第 2 条第 2 号に規定する

暴力団又は同第 2 条第 4 号に規定する暴力団員等から不当介入を受けた場合は、遅滞

なく発注者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなけ

ればならない。 

2 受注者は、不当介入を受けたことにより、対象業務実施にあたり問題が生じるおそれが

ある場合は、発注者と協議を行わなければならない。 

3 受注者は､第1項に掲げる暴力団又は暴力団員等からの不当介入による被害を受けた場

合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄の警察署に提

出しなければならない。 

4 受注者は、不当介入による被害により対象業務実施にあたり問題が生じるおそれがあ

る場合は、発注者と協議を行わなければならない。 

 

(使用言語等) 

第73条 本契約において用いる言語等は次の各号のとおりとする。 
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（1）本契約の履行に関して発注者・受注者間で用いる言語は日本語とする。 

（2）本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 

（3）本契約の履行に関して発注者・受注者間で用いる計量単位は、特別の定めがある場

合を除き、計量法・（平成 4年法律第 51号、その後の改正を含む。）の定めるところに

よる。 

（4）本契約における期間の定めについては、特に定めがある場合を除き民法・（明治 29年

法律第 89号、その後の改正を含む。）及び商法・（明治 32年法律第 48 号、その後の改

正を含む。）の定めるところによる。 

（5）本契約の履行に関して発注者・受注者間で用いる時刻は日本標準時とする。 

 

(報告事項) 

第74条 受注者・（単独受注者または共同事業体の代表事業者及び各構成事業者をいう。以下

本条において同じ。）は、その代表取締役、取締役、監査役又は会計監査人が新たに選

任された場合には、その選任後速やかにこれを発注者に報告することとする。 

2 受注者は、毎事業年度末から 3 ヶ月以内に、会計監査人による監査済みの当該事業年

度の計算書類及び監査報告書の写しその他発注者が合理的に要求する書類を発注者に

提出するものとする。 

 

(通知の方法) 

第75条 本契約並びにこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、説明、

回答、申出、承認、同意、確認、勧告、催告、要請、契約終了通知及び解除・（以下・「通

知等」という。）は、他の方法によることにつき発注者と受注者で合意した場合及び本

契約に特段の定めがあるものを除き、書面により行わなければならない。なお、発注者

及び受注者は、通知等の宛先を各々相手方に対して別途通知する。 

 

(準拠法) 

第76条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈する。 

 

(管轄裁判所) 

第77条 本契約に関する紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 

 

(事業契約に定めのない事項及び解釈の疑義) 

第78条 発注者と受注者は、本事業につき、本契約と共に、設計図書・（その後の変更を含む。

以下同じ。）、維持管理・・運営仕様書及び提案書類の定めは、すべて本契約の契約内容を

構成することを確認する。 

2 本契約、設計図書、維持管理・・運営仕様書、提案書類の規定に齟齬がある場合、本契約、
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設計図書、維持管理・・運営仕様書、提案書類の順にその解釈が優先する。ただし、提案

書類と提案書類に優先する書類等との間に齟齬がある場合で、提案書類に記載された

性能又は水準が提案書類に優先する前項記載の書類等に記載されたものを上回るとき

は、その限度で提案書類の記載が優先するものとする。また、同一順位の書類の間に齟

齬がある場合、発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果・（これに対してとるべき

措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後 10

日以内に、その結果を受注者に通知する。ただし、その期間内に通知できないやむを得

ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長すること

ができる。 

 

(業者調査への協力) 

第79条 発注者が、本契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要があると認め

た場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約の処理の状況に関する調

査への協力を要請することができる。 

2 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に応じるものと

し、本契約の終了後も、終了日の属する発注者の会計年度から 6会計年度の間は、同様

とする。 

 

(契約の費用) 

第80条 本契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。 

 

(協議事項等) 

第81条 本契約に定めのない事項及び本契約に関して疑義が生じたときは、神奈川県公営

企業財務規程に基づくほか、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。 
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別紙 1 

 

用語集 

本契約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。 

 

1. 「設計図書」とは、入札説明書、業務要求水準書及びそれに関連する質問回答等・（その

後の変更を含む。）の一切の書類をいう。 

2. 「提案書類」とは、受注者が本事業の入札手続において発注者に提出した提案書類、

発注者からの質問に対する回答及び本契約締結までに提出したその他一切の書類をい

う。 

3. 「対象業務」とは、業務要求水準書の第 1章 1-1.（4）において規定された業務をい

う。 

4. 「維持管理・運営仕様書」とは、発注者から貸与する維持管理・運営に関するマニュ

アルをいう。 

5. 「業務全体計画書」とは、本契約第 17条に基づき、本業務を実施するにあたり受注

者が作成し、発注者が承認した書類をいう。 

6. 「本事業で準拠する書類等」とは、設計図書、提案書類及び維持管理・運営仕様書並

びに業務全体計画書の一切の書類をいう。 

7. 「現場総括責任者」とは、業務要求水準書の第 2章 2-2.（1）に基づいて設置される

者をいう。 

8. 「現場総括副責任者」とは、業務要求水準書の第 2章 2-2.（2）に基づいて設置され

る者をいう。 

9. 「業務責任者」とは、防火責任者等、本業務を実施するにあたり設置される者をい

う。 

10. 「みなし設置者」とは、主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（経済産業省

20130107 商局第 2号）に定義されるみなし設置者をいう。 

11. 「設置者」とは、主任技術者制度の解釈及び運用（内規）（経済産業省 20130107 商局

第 2号）に定義される設置者をいう。 

12. 「対象施設」とは、業務要求水準書の第 1章 1-1.（3）において規定された施設をい

う。 

13. 「対象設備」とは、業務要求水準書の第 1章 1-1.（3）において規定された設備をい

う。 

14. 「契約不適合」とは、種類又は品質に関して本事業で準拠する書類等又はその他の発

注者と受注者の間の合意の内容に適合しないことをいう。 

15. 「業務引継期間」とは、契約の日から令和 8年 3月 31 日までの期間をいう。 

16. 「履行期間」とは、令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31 日までの期間をいう。 
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17. 「事業年度」とは、各暦年の 4月 1日に始まり、翌年の 3月 31日に終了する 1年間

をいう。 

18. 「業務要求水準書」とは、本事業の入札手続において、発注者が公表した寒川浄水場

排水処理施設包括委託事業業務要求水準書（本契約に従ったその後の変更を含む。）

をいう。 

19. 「契約期間」とは、契約の日から令和 13 年 3 月 31 日までの期間をいう。 

20. 「業務開始日」とは、令和 8年 4月 1日をいう。 

21. 「不可抗力」とは、戦争、暴動、天災（風水害、地震、津波、噴火等）、パンデミッ

ク他、通常の予見可能な範囲外のもの又は回避不能のものであって、発注者及び受注

者のいずれの責めにも帰さないものをいう。 

22. 「計画修繕」とは、業務要求水準書の第 2章 2-6.・（1）に規定される修繕をいう。 

23. 「経常修繕」とは、業務要求水準書の第 2章 2-6.・（2）に規定される修繕をいう。 

24. 「業務日報」とは、本契約第 34 条第 1項の規定に基づき、受注者が作成し、発注者

に提出する書類をいう。 

25. 「月次業務報告書」とは、本契約第 34条第 2項の規定に基づき、受注者が作成し、

発注者に提出する書類をいう。 

26. 「年次業務報告書」とは、本契約第 34条第 4項の規定に基づき、受注者が作成し、

発注者に提出する書類をいう。 

27. 「業務報告書等」とは、業務日報、月次業務報告書及び年次業務報告書を総称してい

う。 
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別紙 2 

 

委託費の額・支払方法及び改定 

1. 履行期間中の委託費の構成 

履行期間中の委託費は、以下の各費目で構成される。 

 構成 区分 構成内容（費用項目） 物価変動

の反映 

支払 

方法 

1 運転管理・ 

保全管理業務 

固定 ① 人件費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

2 計測業務 固定 ① 人件費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

3 修繕業務 

（計画修繕・

経常修繕） 

固定 ① 計画修繕費 

② 保全管理費（メーカー点検等） 

③ その他業務費 

あり 

あり 

あり 

方法② 

方法③ 

方法① 

変動 

※1 

④ 経常修繕費＜精算払＞ なし 方法④ 

4 ユーティリテ

ィー（ガス・

軽油、電気、

上下水道等）

調達業務 

固定 ① ガス・軽油代 

② 電気代（基本料金等）※3 

③ 水道代 

④ その他業務費 

あり 

あり 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

方法① 

方法① 

変動 

※1 

⑤ 電気代（燃料費調整額等）※3 

＜精算払＞ 

なし 方法⑤ 

5 脱水ケーキ再

生利用業務 

固定 ① 脱水ケーキ管理費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

変動・ 

※2 

③ 脱水ケーキ再生利用業務搬出・運搬費 

④ 脱水ケーキ再生利用業務費 

あり 

なし 

方法⑥ 

方法⑥ 

6 清掃業務 固定 ① 人件費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法①

方法① 

7 植栽管理業務 固定 ① 植栽管理費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

8 保安業務 固定 ① 人件費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

9 コンクリート

構造物詳細健

全度診断業務 

固定 ① 人件費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 
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 構成 区分 構成内容（費用項目） 物価変動

の反映 

支払 

方法 

10 施設更新計画

等に関する提

案業務 

固定 ① 人件費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法① 

方法① 

11 設備更新業務 固定 ① 設備更新費 

② その他業務費 

あり 

あり 

方法② 

方法① 

※1・実費相当額を支払う。 

※2・再生利用が確認された脱水ケーキの再生利用量に応じて支払う。 

※3・電気代に対する委託費は、電気代（基本料金等）（基本料金及び電力量のうち燃料費

調整額を除いた電気代に対する委託費をいう。）と、電気代（燃料費調整額等）（燃料

費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金に対する委託費をいう。）を区別し

て精算することとする。ただし、受注者の電力会社との契約内容に基づく支払方法の

変更協議に応じる。 

 

2. 委託費の支払方法 

(1) 方法①（人件費、ガス・軽油代、電気代（基本料金等）、水道代、脱水ケーキ管

理費、植栽管理費、その他業務費） 

当該費目に対する委託費は、提案書類に基づき、提案された各事業年度の契約金額を

4 分割した金額を四半期ごとの費用として履行期間にわたり支払う。 

当該四半期の支払は、当該四半期に係る月間業務完了報告書による発注者の検査完

了後、受注者の適法な請求書を受領した日から 30 日以内に行う。 

(2) 方法②（計画修繕費、設備更新費） 

当該費目に対する委託費は、提案書類にて提案された金額を基に、同四半期に完了し

た工事にかかる工事費を一括で支払う。 

支払は、同四半期において、個別工事ごとの受注者の完成検査の結果等の完了報告及

び発注者の引渡検査が完了している工事について、受注者の適法な請求書を受領した日

から 30 日以内に行う。 

(3) 方法③（保全管理費） 

当該費目に対する委託費は、提案された修繕計画の実施時期及び費用に従い、四半

期ごとに業務実施の確認が出来たものに対し、四半期ごとに一括して支払う。 

当該四半期の支払は、当該四半期に係る月間業務完了報告書による発注者の検査完

了後、受注者の適法な請求書を受領した日から 30 日以内に行う。 

(4) 方法④（経常修繕費） 

当該費目に対する委託費は、受注者が実施した修繕のうち、発注者が経常修繕と認め

たものにつき、当該修繕の内容に従った実費相当額（ただし、当該実費の額が、同等の修
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繕に要する費用に比して不合理に高額な場合には、合理的な範囲に限定される。）を、四

半期ごとに支払う。 

当該四半期の支払は、当該四半期に係る月間業務完了報告書による発注者の検査完

了後、当該四半期に実施した全ての経常修繕にかかる経常修繕費の合計額を、受注者の

適法な請求書を受領した日から 30 日以内に行う。 

なお、年度ごとの上限額は 300 万円（消費税及び地方消費税を含まない）とする。ただ

し、上限額で不足した場合、又は不足の見込がある場合、受注者は発注者に対し、上限額

の増額を請求できる。発注者は、受注者から請求を受けた時は、受注者と協議の上、令達

されている予算の範囲内で必要な金額を増額することができる。 

(5) 方法⑤（電気代（燃料費調整額等）） 

当該費目に対する委託費は、実費相当額（当該年度中に電力会社から請求があった額

を合計した額。ただし、令和 12 年度の契約期間中に係るもので、かつ当該年度中に電力

会社からの請求がない燃料費調整額等の取扱いについては、発注者と受注者が別途協議

して定める。）を年１回、第４四半期において、受注者の適法な請求書を受領した日から 30

日以内に支払う。 

(6) 方法⑥（脱水ケーキ再生利用業務搬出・運搬費、脱水ケーキ再生利用業務費） 

当該費目に対する委託費は、再生利用が確認された脱水ケーキの再生利用量に応じて

支払うものとする。（保管されている脱水ケーキに対しては費用を支払わない。） 

当該四半期の支払は、当該四半期に係る月間業務完了報告書による発注者の検査完

了後、受注者の適法な請求書を受領した日から 30 日以内に行う。 

再生利用された脱水ケーキの再生利用量の確認は、受入れ先から提出された受入れ証

明書によるものとする。また、当該費用の単価は、提案された価格で固定するものとする。 

なお、脱水ケーキの再生利用量は、浄水発生土（固形物）発生量（含水率 0％換算）で

計測するものとし、当該費目に対する委託費の計算は次のとおりとする。 

当該業務費の提案単価（円／ds-t）×再生利用量（ds-t） 

 

3. 委託費の改定（物価の変動） 

(1) 委託費の改定の基本的な考え方 

物価リスクは主として発注者が負うものとし、これを踏まえ、発注者又は受注者は、履行

期間の初年度を含め、毎年、委託費の改定を請求することができる。（ただし、経常修繕

費、電気代（燃料費調整額等）、脱水ケーキの再生利用業務費を除く。） 

(2) 具体的な改定方法 

① 対象とする委託費の費用項目 

人件費、計画修繕費、保全管理費、ガス・軽油代、電気代（基本料金等）、

水道代、脱水ケーキ管理費、植栽管理費、設備更新費、その他業務費、脱水ケ

ーキ再生利用業務搬出・運搬費につき、費目ごとに適正な指標に基づき、改定
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の対象とする。 

なお、経常修繕費、電気代（燃料費調整額等）及び脱水ケーキの再生利用業

務費は改定の対象外とする。 

② 改定方法 

改定に当たっては、提案時点の単年度の委託費及び構成内容を基準に、毎年

度、④に示す各費用項目の指標の変動率を勘案して設定した改定率（以下「改

定率」という。）を乗じ、各年度４月１日以降の委託費に反映させることがで

きる。なお、改定率に小数点以下第四位未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨てるものとする。 

③ 改定の周期 

物価改定は、ガス・軽油代、電気代（基本料金等）及び水道代は公共料金の

改定の時期に合わせて行い、その他の費用項目は１年に１回とする。 

④ 改定率 

各費用項目に対応した指数等は，下表のとおりとする。ただし、市場の変動

等により、下表に定める指数等が実態に整合しない場合には、発注者と受注者

の協議により変更できるものとし、協議が整わなかった場合には、発注者が定

めるものとする。 

なお、改定率の算出にあたっては、各指数の年度（4月～3月）の確定値の

平均を使用する。各指数の年度の確定値の平均に小数点以下第一位未満の端数

が生じた場合は、これを四捨五入するものとする。 

計算式及び計算例については、次項を参照。 
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区分 費用項目 使用する指標 計算方法 

固定費 人件費 「毎月勤労統計調査」賃金指数／産業計 現金

給与総額（厚生労働省） 

改定率① 

計画修繕費 「国内企業物価指数」はん用機器（日銀調

査統計局） 

改定率② 

保全管理費 「国内企業物価指数」はん用機器（日銀調

査統計局） 

改定率② 

ガス・軽油代、

電気代（基本料

金等）及び水道

代 

公共料金の改定に連動 提案使用料に

基づき改定後

の料金体系を

適用 

植栽管理費 「企業向けサービス価格指数」 建物サービス平

均（日銀調査統計局） 

改定率③ 

脱水ケーキ管理

費 

「企業向けサービス価格指数」総平均 （日銀調

査統計局） 

改定率③ 

設備更新費 「国内企業物価指数」はん用機器（日銀調

査統計局） 

改定率② 

その他業務費 「消費者物価指数」総合 （総務省統計局） 改定率④ 

変動費 脱水ケーキ再生

利用業務搬出・

運搬費 

「企業向けサービス価格指数」陸上貨物輸送 

道路貨物輸送平均 （日銀調査統計局） 

改定率③ 

 

⑤ 改定率及び計算方法 

改定率①の場合・APｔ＝APｔ-1×（NWIt-1／NWIｔ-2） 

改定率②の場合・BPｔ＝BPpt×（CGPIt-1／CGPIpt） 

改定率③の場合・CPｔ＝CPｔ-1×（CSPIt-1／CSPIｔ-2） 

改定率④の場合・DPｔ＝DPｔ-1×（CPIt-1／CPIｔ-2） 

APｔ・BPｔ・CPｔ・DPｔ：ｔ年度の A・業務、B・業務、C・業務、D・業務の委託費 

※業務開始年度は、前年度委託費ベースではなく、契約に明記された当該年度の業務委

託費をベースに計算する 

NWI：賃金指数 

CGPI：国内企業物価指数 

CSPI：企業向けサービス価格指数 

CPI：消費者物価指数 

BPpt：契約に明記された金額（R7 年度価格） 
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＜計算例＞ 

業務開始年度である令和 8年度の人件費（改定率①）の委託費について計算する場合： 

令和 8年度の人件費＝ 

契約に明記された令和 8年度の人件費の金額×（令和 7年 4月～令和 8年 3月の賃金指

数確定報の平均／令和 6年 4月～令和 7年 3月の賃金指数確定報の平均） 

 

令和 10 年度の計画修繕費（改定率②）の委託費について計算する場合： 

令和 10 年度の計画修繕費＝ 

契約に明記された令和 10年度の計画修繕費の金額×（令和 9年 4月～令和 10 年 3 月の

国内企業物価指数確定報の平均／令和 7年 4月～令和 8年 3月の国内企業物価指数確定

報の平均） 

 

令和 10 年度の植栽管理費（改定率③）の委託費について計算する場合： 

令和 10 年度の植栽管理費＝ 

令和 9年度の植栽管理費の金額×（令和 9年 4月～令和 10年 3月の企業向けサービス価

格指数確定報の平均／令和 8年 4月～令和 9年 3月の企業向けサービス価格指数確定報

の平均） 

 

4. 委託費の改定（消費税の変動） 

消費税率が変更された場合には，消費税率が変更された日に，当該日以降に係る委託料に

関して支払われる消費税に相当する額は変更されるものとする。 
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別紙 3 

 

返送水の条件 

 

返送する上澄水の濁度は 10 度以下とすること。特に、返送水中に懸濁物質、塩素消費物

質（有機物質、還元性無機物質、アンモニア性窒素）、浄水発生土の腐敗等に起因する臭気

物質が高濃度に含まれると、浄水場において薬品注入が追随できず処理に重大な支障を与

えるため、適切な施設の運転により上澄水質を管理すること。 

また、返送水には、処理工程から発生する分離水等の排水以外の物質が混入しないように

すること。 
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別紙 4 

 

法令変更による増加費用及び損害の負担 

 

本契約に規定する法令変更に基づいて受注者に増加費用及び損害が発生する場合の発注

者の費用負担の割合は以下のとおりとする。 

(1) 対象業務の実施に直接影響を与える法令変更の場合・100％ 

(2) 上記以外の法令変更の場合・0％ 

 

本別紙において・「本事業に直接影響を与える法令変更」とは、特に対象業務及び対象業務

類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で

受注者の費用に影響があるものを意味し、原則として、業務要求水準書第 1章 1-2.(5)関連

法令、各種仕様書等にて、主な遵守すべき関係法令として掲げる法令の変更をいう。なお、

受注者が本事業を実施するために委託先・・調達先その他の第三者に支払う消費税・・地方消費

税にかかる税率の変更は含まないが、発注者が受注者に支払う契約金額に適用される消費

税・地方消費税にかかる税率の変更を含む。 

 

以下の場合は本事業に直接影響を与える法令変更に含まれないものとする。 

・法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令変更 
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別紙 5 

 

賠償金等の算出に用いる契約金相当額の算定 

 

本契約で、賠償金、損害金、又は違約金の算出にあたり基準となる金額は、次の 1から 5

までの合計額とする。 

 

1. 固定費 

本契約で定める金額 

2. 変動費（経常修繕費） 

300 万円／年 

3. 変動費（電気代（燃料費調整額等）） 

提案における電気使用量に、提案時点の燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進

賦課金単価を乗じた金額 

4. 変動費（脱水ケーキの再生利用業務費） 

本契約で定める単価に契約期間中の再生利用量（業務要求水準書記載の年間平均浄水発

生土（固形物）発生量（含水率 0％換算）で計算するものとする）を乗じた金額 

5. 消費税及び地方消費税 

上記 1 から 3 までの合計額に、当該賠償金等が発生した時期に適用される税率により算出さ

れた金額 


